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日中戦争前中国安催省における茶統制政策

間紅運錯委員会設立案の分析

川井 悟

I は じ め に

1930年代，中国の茶莱は深刻な不振状態をむかえていた。 18世紀までは条と

し1えば中国というほどに有名であった中国の茶は， 19世紀なかば以後，インド，

セイロン，ジャワそれに口本での生産と輸出が発展するにつれて急激に減少し

はじめた。 20世紀に入るとこの傾向はいよいよ強まョた。それに加えて， 1930 

年代には，世界不況の影響によって中国茶の輸出はさらに困難巳なっていた。

1930年代の中国は，日本の本格的な軍事侵略がはじまり，それに対する中国

人の抵抗運動がますます激し〈なっていく時期であるとともに，世界的な不況

が中国に影響を及ぼし，当時の中央政府であった南京国民政府が，対日抗戦力

準備や工業化のための産業基盤整備，それに世界不況の波及に対して中国産業

の救済，といった目的をもって，経済建設を行なった時期でもある。とりわけ，

1931年に成立し， 1933年に改組された全国経済委員会の行なった経済建設活動

は，それまでの中国の中央政府宇地方政府の建設活動には見られない新しい質

をもっていたヘ綿麦借款から活動資金を得た全国経済委員会は， 1934年 3月，

来たるべき1934年度の事業計画を決定したが，この計画中で，茶業の復興が綿

業や製糸業の復興とならんでとりあげられ，委員会は安徽省郁門の茶業改良場

へ白補坊等6.4}j元を支出することにした幻のであった。そして， 1936年には，

1) 全国経済委員会の成立および改組時の組織機構，委員会の事業計画，などから見た委員会の性

格については，拙稿，全国臣揖委員会の成立とその世組をめぐる 考察， r東洋史研究」第40主主
第4号，昭和57年3月，を審問のζ と。

2) 中主建設賃料整備事暗所編訳部「編訳裳報第8編全国陸済委員会会議紀要(第4集)J 昭ノ
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この時補助を受けた柿門茶苓改良場の技術者および改良場の上位官庁である安

徽省政府から，部門紅茶の統制政策が提案され実施されるに至る。本稿は，こ

の那門紅茶の統制政策を考察の対象とするものである。

部門紅茶の統制政策については，施克剛の見解"が代表的なものである。彼

によれば，この統制政策は，名目上は省政府によって行なわれてはいるものの，

実は遊休資金の運用に悩む銀行勢力が農村に有利な投資先を見つけようとして

行なったものである。そのために，それまで市IS門紅茶の流通過程を牛耳っ℃き

た上海の茶桟(茶問屋〉を流通過程から排除し，省政府の一機関である運錯

(連輸販売)委員会が運輸販売を一手に引き受ける，また，茶桟が行なってき

た茶号〈茶製造業者〉への金融も銀行がそれに取ってかわることになった。と

ころが，茶桟の反撃に委員会はもろ〈も屈して，外国商人への売りこみには茶

桟代表を採用することで妥協をはかったのである。結局，との政策では，わず

かに紅茶の流通において連鎖委員会が茶桟にとってかわり，事輪手段が船から

自動車と汽車に，金融機関が茶桟から銀行に変化したことを除けば，中国茶輸

出が外国商人によって独占されている状態，および，直接生産者である農民が

流通過程で茶号の搾取を受けている構造にはなんら変化がなかったのである。

これが，施克剛による茶統制政策批判の論点であった。

本稿の課題は，茶統制政策が行なわれた同時代に生き，直接生産者である農

民の救済や中国の半植民地型経済構造の改革といった観点から政策を鋭〈批判

した施克剛の観点、に反論することではない。事がらは，いまでは歴史的エピソ

ードになっている。本稿は，この事件をもう一度掘り起こして，現在の時点か

ら，統制政策を行なおうとした運鈎委員会はいかなる性格の存在であったのか，

¥‘和15年.43ベージ。
3) 施主1叫反帝反封建的半幕臥 「中国農村」第2巻第6期. 1936年6月。同，院箔茶業統制的
検討，中国農村研究会編「中国農村動態J1937年。邦訳，安徽Eび江西における政府の茶取引統
制，杉木俊朗監訳「中国農村問題」昭和10年。日本では，土井章，主那に於ける公債政範転換と
遊休資本による経済的変 ι 「満鉄調査月報」第16巻第10号，昭和11年10月，大上京広，支那資
本主誼と南京政府の統政官L五. r満州許論」第12;音第17号，昭和12年5月，天野元之助「中
国農業の諸問題，下」昭和28年， 173-174ベージ，の各氏がこの統制政策に言及しているが， 観

点，資料とも施克岡論文に怯拠し1いる。
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その統制政策の実行はいかなる歴史的性格をもっているのか，を再検討しよう

とするものである。

II 叩門紅茶の改良・救済政策の提起

輸出品として重要な拾の生産改良り試みは，中華民国になっ亡以後，茶生産

地において少しずつなされてきた。輸出向けの紅茶生産地として名高いp，徽省

那門に改良機関が設けられたのは1915年のことである。当時の中央政府である

北京政府農商部は祁門南郷平里村に農商部安徽模範茶場を設けたのであった。

この試験場は1928年 4月，安徽省立第三模範茶廠とかわり，内戦のため幾度か

閉鎖され，また名称を変えつつ存続し，茶園において茶樹栽培研究を行なって

きた4)0 1934年 3月，全国経済委員会第二次委員会議において補助が決定され

ると， 9月， iiifJ門茶業改良場と改称し，全国経済委員会代表2人，国民政府実

業部代表3人，安徽省政府代表3人から成る郡門茶業改良場委員会がその運営

にあたることになった。改良場では，技術主任でもある場長の下，数名の技術

者が茶樹の栽培や茶の製造における技術的改良に従事していた町。 ζ うして郡

門茶業改良場は中固有数の茶業改良機関となり，そこには茶の技術専門家が集

められていたのである。

全国経済委員会がいかなる経緯で，茶業復興をその事業計画に組み入れたの

か，その詳細は不明である。もちろん，中国経済にとって茶愉出が重要である

こと，そしてその茶輸出が世界不況下で減少しつつあること，その主主済が早急

に求められてし、ることは認識されていた目。そして，茶業復興が全国経済委員

会の事業計画中に入れられるに至ったことには，全国経済委員会の改組前の

1932年10月，国際連盟派遣の顧問，イタリア人ドラゴニ (Car1o Dragonりが

4日〕 中主建設資料整備事詰所編訳部「編訳生報第67編・耶門紅茶の生産Eび週錨ム 昭和1u年，
135-137へージ。原著は， 南京生陵大学農学説農業経済系が中国農民銀行自委託を受けて行なっ
た「理郭院議四省農村経済調査報告第10号 郡門紅茶之生産製造E連鏑J1936年j である。以下
では， r祁門紅茶」と略称する。

6) 中主建設置料整備事務所編訳郁「編訳業報第8編回全国経皆委員会会議紀要〈第4集)J官和
15年.4~へージ。
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来華して報告した「茶の販売問題研究報告J"が与って力があったものと思わ

れる。 ζの報告書は，中白茶の産地と産額，輸出貿易の減少傾向を概観したあ

と，中国茶が競争に敗れる原因として次のような説明をする。すなわち，農家

にせよ茶製造業者にせよ小規模で，資力も知識も不十分である。そのために品

質が不統 で輸出に不利となる。また交通が不便で運輸コ月トが高<，疏通機

構の複雑なことが，全体にコストを押し上げている。商人による投機行為も問

題である。したがって改良策は，栽培と製造の方法を改善し，他方で流通面で

改革を行なうととである。具体的には試験場を設すして試験研買を行ない，奨

励や強制によって改善された栽培方法や製造方法を普及させる。学校の設立，

専門人材の招鴫，合作社の設立，品質検査等の方法も有効であろう。流通面で

は，農民に合作社を設立させることだが，その他，金融，市場情報，宣伝等も

重要である。なによりも一方で技術的改良研究を行ないつつ，他方で園内国外

の茶業実況を調査し，改良方策をたてるべきであろうベと。

全国経済委員会が茶業復興に取りくみ始めた時の認識も，おそらくこの水準

をそれほど越えるものではなかったであろう。その証拠に，委員会は， 1934年

度の茶業復興事業計画として，一方で安徽省那門茶業改良場(紅茶〉への補助

と前江省余挑禄茶試験場の設立を決め，他方で国内国外の茶の生産・販売調査

を行なうことにしたのであった。を Lて.この二つの訴験場をはじめ各地の試

験研究機関には茶の専門技術者が集められーて研究に従事し，また1934年より全

国経済委員会農業処(1934年 1月組織条例J公布〉は主な茶生産地に調査具を派

遣して，茶の栽培，製造，取引を詳細に調査させた"のである。

調査をまとめ終えた全国経済委員会農業処は，さらに 歩をすすめた I中

国茶を復興させるためにまさに取るへき目標および復興計画の進行順序s それ

に仕事の実際上の連絡について討論するための」山茶業技術討論会の開催，で

7)8) I全国経済吾員会報告輩編〈第l集:)J1933年-， 67'ー75ベーシ。
め この調査結果は，全国経済委員会農業処編「中国茶業之経済調査J1937年.として発表された.
邦訳，中主建設資料整備事務所編訳部 l編訳裳報第45編・支那茶業の経済的考察」昭和15年。

10) 全国経済委員会農業処「茶業技術討論会設編J1936年， 2ベ ジ。以下では， I茶業技術討ノ
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ある。 1936年 2月2日日から22日にかけて，南京で行なわれた討論会には 41名

〔政府の茶改良機関代表23名，茶商人代表白名，茶専門家10名，実際の出席者

は35名〕が参加し，各方面から提出された59件の提案を討議した1230

これら提案は，乙の時点で白，茶業復興政策にかかわっている，あるいはか

かわらんとしている，さまざまな社会勢力の問題認識と復興政策に対する考え

方を示している。その中で，注目される第 1点は，茶の技術専門家たち山の認

識であり復興政策提案である。茶樹の栽培に関する諸提案骨審杢した審査第 1

組の扱った1日件の提案中14件を占め，また茶製造に関する諸提案を審査した第

2組12件のうち10件を占めた彼らの提案山lま，まことに専門的かっ技術的であ

る。茶樹の俊良品種の普及，茶閣の閉さE方法，茶樹の栽培方法，茶の摘み方，

製造機械の導入，産地ごとの製茶技術の調査と茶の種類の分類，等，まさに技

術改良に従事している専門家ならではの提案が並ぶ。ところが，これと対照的

に，彼らの茶流通についての提案は，部分的，抽象的，希望的な性格が強い。

茶用の統一された秤を作れとか，茶の競売所を設立ぜよとか，茶にかかる雑税

を整理せよとか，外国で宣伝を行なえとか，そのひとつひとつはもっともなの

であるが， ドラゴニが指摘した流通機構の問題認識さえも後退し，中国茶菜復

興にとって何が問題であるがゆえにどういう政策をとるべきかという体系性に

欠け，誰が何をするかという具体性に欠け， したがって単に要望を述べただけ

にとどまっている o 農民を合作社に組織して，生産方法を改善させようという

案iめも出されているが，やはり具体的方法を示していない 般論でしかない。

これに対して，茶商人たちから出された諸提案は，こと流通面については，

注目すべき内容をもっているu とりわけ，専門家の資格で出席しながら，実は

、論会」と略称する。
11) r茶業技術討論会J4-8， 28--30ペ ジ。
12) 茶の技術専門家林家斉をはじめとして，全国経済委員会農業処の高紹袋と劉岱芝，和門茶業政

良輔の胡浩川と荘晩芳，江酉農業抗茶業改良墳の方輸周，福建省福安茶業改良場自張天福，糊南
茶事試験場の羅遠と劉鳳文，摩兆龍， らを指す0

13) r茶業技術討論会J4-8ベージ。
14) 同上38-39ベ←ジ。
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上海茶桟「忠信昌」の経理〔支配人〕であった'"陳湖周の提案，0)は茶商人，な

かんずし茶桟の利害をもっA とも明白に示し亡いる。次に彼の提案をみ亡いき

たいが，その前に，複雑な茶の流通機構について少し説明を加え，陳が主張す

る内容をよく理解できるようにしたい。

中国で生産されz茶は，種類もたいへん多<，また品質も多岐にわたョてい

る。また，同内消費淘けであれ，外国に輸出されるものであれ，生産地から消

費地あるいは輸出港までは長大な距離を運ばれねばならなL、。こうしたととか

ら，中国における茶の流通は，独特で複雑な商業機構を発達させてきた。ここ

では，外国輸出向けの紅茶生産地である郎門の場合を説明しよう。第 1図は，

その図書平である。

まず，零細な農民によって栽培され摘まれた茶の葉は，農民によって加工さ

れ「毛茶」となる o この毛茶は，部門県内各地にある茶号によってさらに加工

第1図祁門紅茶流通図

資料「郡門紅茶J，71ベージ。

15) 前掲「中国茶業之経済調査J163ベ}ジ。邦訳「支那茶業の経済的考察J193ベージ。
16) 茶莱生産を己主良する案，茶葉製造を改良する案，茶葉。運輸販売を改良する案;0 r来業技市討

論会J38. 60. 74-75ベジo
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され「精茶J (または「箱茶」ともいう〕になる。図中の「茶版」とは，農民

から毛茶を買い集めて茶号に売る商人であり[分荘」とは茶号が茶の出回り

期に村に設ける出張所である。精茶は船で，九江，上海へと運ばれ，上海で外

国商人である洋行に売却されるが，九江から先の運輸と販売は上海の茶桟に任

されている 17)D 上海白茶桟とは，上海の洋荘茶桟を指L-，歴史的には上海開港

とともに出現したものである'"。茶桟は，本来は，中国国内の茶商人と洋行と

の取引の仲介をなすことによって，千元につき20元(2%)の手数料を得てい

たが， とくに郡門紅茶の場合には茶号に対する金融によっても大舎な利益を得

ていたu すなわち，茶桟は銀行や銭在から月利 1分(1%)で借り入れた資金

色 「申票」主し、う手形で資力薄弱な部門の茶号に月利 l分 5厘(1.5%)で貸

し付日ていたのである。申票は，上海において一覧後10日で現金化できる手形

であり，これを íÏiß門の茶号は商人に換金してもらい(千元につき却~30元の割

ヲ1)，商人の手を転々としたのち，最後に上海において免換される凶。つまり，

上海において茶取引に大きな実力をもっ茶桟の信用によって，この手形はたん

に茶の流通のみならず，他の商品の取引においても重要な流通手段となってい

たのである。祁門の茶号は，その毛茶買い付け資金をほとんどこの茶桟からの

貸し付けにたより叩，茶桟は洋行への精茶販売代金から，運賃，倉庫料，手続

費，さらに不当とも思われるさまざまな控除zυを行なったのち，手数料と貸付

17) [刑問紅茶J71-78ベーシ。
18) 呉覚農，活和鈎「中国茶染叩題J1937年j 第 6章茶業組織問題，松崎芳郎訳「王那茶菜の機

構」昭和15年， 21へージ。
19) [部門紅茶J50-51， 78-87ベジ。
20) たとえば，那門町5つの茶号白調査によると， その1933年の毛茶買い相け額は，ら0，414.4元。

他方，茶桟からの惜り入れ額は， 41，217.74元であった。 C[祁門紅茶J62， 65ページ」ただし.
調査におし、ては，茶号は自ら町営業の堅実であることを強調するため，自己資本を誇張して報告
するから，実際には「借款金額が絶対多数を占めていることは疑いなし、JC[部門紅茶J50ベー
ν〉。

21) 単にさまざまな名目白費用が控除されるばかりでなく，見本茶の控除 C[担様J)や重さをはか
る時のすりとり c[r!1;碩J)といった品物の控除もあり，また，芹行による九九五和息改装費徴
収 (r釘包J)，その他'D~童文科も当然白ごと〈茶肱売代金から差し引か九 これらを合計した服
売費用は茶樟による貸付金利息も含めて1933年には，精茶1箱 (64市斤〉あたり4.45元(総費用
の7.55めに達していたの cr部門紅茶J82-88ベージ固〕
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金の元利合計を減じた金額を茶号に渡して清算したのであった。

ここで，茶桟の存在意義己注意したし、。たしかに茶号にしてみれば，茶桟は

さまざまな名目で控除を行ない，茶価格の下落からくる損失をすべて茶号以下

に転嫁する存在でもあるが，また他面で，洋行との取引慣行に習熟し，茶輸出

のための手続きを行なうことによって中国茶の輸出を可能ならしめている存在

であフたことも忘れてはならなし、。そしてそれのみならず，中票の振り出しに

よって，たしかに高利でほあるが，茶号に毛茶買い付け資金を融通しさらに

きまぎ主の商品流通のための手段を提供していたといえよう。

茶の流通調程における茶桟の京義を前提にして，陳湖周は茶号と茶桟の利害

関係の密接なことを述べる。 I歴年の茶号の茶桟からの借金は，現在ある茶桟

についてみると，約700万元にのぼる。 茶桟はもともと代理人で茶号を設け

ている者も多い。ゆえに茶号が損をすると茶桟の損失は数十倍数百倍に達す

る。」叩したがって，中国茶業の危機は，茶号と茶桟の危機であり，それは主と

して中国茶の生産過程と外国との競争から生じたのである。たとえば，茶樹の

栽培について I栽培はもっとも大切であってー十分にしないとだめになって

しまう。 口ところが，除草はせず，土はほくさず自生自滅にまかせていて，施

肥についてはいうまでもなし、」問。 この解決策は， 各県長に命じて茶業団体と

はかつて方法を相談し，農民を勧告指導L，検査し，補駒吉せることであると

いう加。茶の加工工程についても具体的な作莱名をあげ，注意点を列挙する。

こうし亡茶の生産過程に対する問題点は種々述べられてし、るのであるが，それ

はあくまでも生産者である農民が責任を負うべき問題であり，その解決は地方

官庁にゆだねられている。

中国茶業不振のもうひとつの原因は，外国との競争である。それも，生産過

程での競争ではな<.流通販売過程での問題である。 Iロシア商人が茶を買う

場合，イギりスや日:本はみな一年の手形決済であるが，わが国は現金取引であ

22) I茶業技術討論会J74ベージ。

23)24) 同上38ベージ。
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る。そのため pV7商人はイ Y ドやセイロ Yやジャワや日本に大挙して転じ，

わが国の利益は失われてしまっ干こ。JZ~) したがって， こうした原因かb生じる茶

業の不振に対しては， Iもしも巨額の資金を茶桟に貸し付け，それを各地方の

茶号に又貸しできるならば，んいに救済できる。もしも直接に外国へ運送する

のなら，かならず大銀行が為替手形を融通すべきである。」間同様に I運賃を

軽減できればたいへんよい。ただ運賃の商だけでなく原価も軽減できるロ苛掲

雑税はすべてなくすべきであるuJ27)また I広告もまことに注意すべきであり，

まずロ y ドンから手をつけるべきである。J2B) r上海，漢口，福肝!の 1港の交易

は改めようがない。もっともよいのは，政府が提唱して，砦干の郡門紅茶を購

入して直接イギリスヘ運んでみるか，あるいは公司を組織してロンド γ に部門

紅茶の専売商庖を設けることである。」加

ここで述べられているのは，茶桟の利害のあからさまな主張である。彼によ

れば，茶伎は茶号と利害一致して，日本やイ γ ド，ジャワの茶に対抗し，中国

茶の運命を代表する存在なのである。したがって政府は，苛揖雑税を廃止し

生産技術の未熟な農民を指導し，交通を便利にし，外国への中国茶の宣伝と直

接販売に力を入れ，そして銀行を通じて茶桟にこそ融資してその営業を救済す

べきなのである。だから I茶業合作社のある人は，茶桟が箱茶 100斤につき

20余元も苛酷に取っているから，この旧来の悪いしきたりをやめれば大いに原

価を軽減できる」叩とか， I外国商人に，茶桟から茶を買わずに直接に合作社か

ら買うと数元安いとそそのかして， 'るが，外国商人は鼻先でせせら笑うばかり

であり，対外的に百にひとつも成しえないばかりか，対内的には是非をさかさ

まにするものであるJ31lと，茶桟を流通過程から排除しようとするこころみを

激し〈非難する。

茶業技術討論会では，陳湖周の提案のうち茶の生産改善に関する提案は，他

の提案と合併され， I全国経済委員会は各地重要茶区の省政府と合同し，茶生

産中心地で，茶業専門家を用い，茶業の巡回指導を行ない，茶業行政を行ない，

25)26) 27) 28) 29) 30) 31)同上74ベジo
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生産改良に関することがらを実施する」として承認された叩。また，あまりに

も茶桟の利害を前面に押し出した，運輸販売面の改良に関する提案については，

他の提案とともに合併討論され I条業金融を援助し，茶業損税を免除し，茶

業主統制し，生産および運輸を改善する乙と等に関する重要問題は，全国経済

委員会と実業部が，全国の各地方政府，金融界，茶業団体，専門家を召集して

全国茶業復興会議士挙行し， 中国茶業復興の方法を討論するJWと， いわば先

送りすることが決められたのである。

きて，茶の生産技術改善に特徴をもっ技術専門家たもの提案，茶桟の利害を

押し出してその救済をもとめるところに特徴をもっ陳湖周の提案に加えるに，

討論会ではもうひとつ特徴ある提案が出された。本稿の主題である安徽省郡門

茶の統制政策のもとになった「郡紅(郡門紅茶〉運鎗委員会設立案」である。

これについては節を改めて述べよう。

III 祁紅運鋪委員会設立提案と茶統制政策

郁紅運錯委員会設立案は，安徽省建設庁および郁門茶業改良場代表の劉胎燕

と方君強によって提案された。正式には I郡紅運鈎委員会を組織し，茶号へ

の貸し付けを利用して茶を集め，特産物生産に利する案」という。この提案名

からでも，だいたいの内容は伺い知られるのであるが，少し立ち人ってこの提

案を分析してみよう。

まずの提案。，茶業不振に対する認識はどうであったのか。提案の「理

由」には次のように述べられている。

「考えてみるに郁紅は中国特産の茶であり，国際貿易上でももとより特別

な地位にある。ところが近年来，具常に衰徴している。その原因は多〈あるが，

運輸販売の方法が不滴切で茶業金融がうまく回転していないことが実は最大の

原因なのである。」叫

32j 同ム"へージ。
3氾〉同上73ベジ。

34) 向上87ベージ。
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後に発行された委員会の活動報告書は，いっそう具体的に述べている。

r(部門紅茶の輸出は〕近年来， 日ましに衰微し， 表面からみれば，イ γ

ド，セイロ γ，ジャワ， 日本などの茶がおこわ，われわれの販路を奪ったかの

ようであるが，その恨本原因をつきつめると，実は，農民や茶号が資力薄弱で

組織を欠き，中間前人0)操縦と搾取と欺踊にまかされ， とうとう不振状態にな

って主主いようがな〈なったのである。」叩

乙乙でいう中間商人が茶桟を指していることは明らかであろう u そして，こ

れに続けて，茶桟による取引仲介と申票での貸し付吋によって，茶号は， (1)九

江経由で上海に至る船運を強制され，時間がかかって運賃がかさむほか，茶桟

によるさまざまな搾取を受ける， (2)船運による事故の発生， (3)中間商人の競争

による品質の不統一， (4)容易に毛茶買い入れ資金を得られることによる投機の

盛行，が起こるという 86)。つまり，茶業不振の原因は数多くあるが，っきつめ

ると，根本原因は，外国との競争や単なる生産技術の不十分さにあるのではな

く，茶桟による搾取が茶号および茶農の資力不足を招き，茶桟による茶号への

貸し付けによって，高い運賃，事故の危険，投機をもたらし，その結果，品質

の不統一と原価高騰による対外競争力の弱化を招いたとするのである。これは，

茶業技術討論会に出された陳籾周の見解とは真向から対立する。

ところで，このような認識は，この提案ではじめて展開されたのではない。

たとえば， ともに中国茶の専門家であり，それぞれ実業部上海商品検験局長お

よび祁門茶業改良場の技術者であった呉覚農と胡浩川町共著にかかる「中国茶

業復興計画J (1935年)が，同様の分析をすでに行なっていた。この書物は，

まず，中国茶業の危機を， (1)生産と販売における問題点， (2)国際貿易の問題点，

(3)園内市場の問題点， と大きく分かち，そのうち(1)生産と販売における問題点

については，①栽培上の問題点，②茶葉採摘上の問題点，③茶生産トの問題点，

④運輸上の問題点，⑤販売上の問題点，と きらに細説するのそこでは，中国の

35) i崎浦紅茶運鋪委員会第一年土作報告 l発行年不明， 1ベ ジ。以下では， r工作報告」と略
称する。

36) 向上1-2ページ。
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不振状態をもたら Lだあらゆる国内的要因が列挙されているのであるが，注意

すべきととは，結論として，茶桟による茶号の束縛 (1紡 J)，茶号による農民

からの収奪 (1捨J)，農民による茶樹の収奪 (1蔵J) という状態の下，茶業は

救済しょうがない状態にまで至った，といっている刊ことである。一見すると，

諸原因が羅列されτいるかりようであるが，実は，茶桟による茶号への貸し付

けと搾取こそが根本的な原因であり，このために茶号による農民から毛茶買い

付け時の欺鮪が生じ，農民による茶樹栽培上のいろいろな問題も生じて〈るの

だという。そして，イジド，セイロン，ジ十ワ，日本といコた外国茶との競争

により，囲外市場を奪われ，園内市場でも脅威を受けているという，国際貿易

および圏内市場の問題点の根本原因も，結局は，国内での生産と販売上の問題

点から生じてくるのである。これは，ちょうど，郡紅運錆委員会設立提案の認

識と一致している。 1932年にドラゴニが各地茶業を視察した時には，茶の生産

技術上の不十分さを中心として個別的に述べられていた中国茶業の問題が，こ

こにきてようや〈技術専門家の側からも体系的に述べられるに至った。そして，

中間商人である茶桟に根本的な責任を帰するこの議論は，茶桟にとってはとう

てい認められないものであり，茶浅の利害の代弁人であった陳窃周がこうした

考えに激しい非難をあびせていたことは，すでにみたとおりである。

認識がかくのとおりであるとすれば，次に郁紅運錦委員会設立提案はいかな

る救済方法を提起するのか。提案の|緋法」をみてみよう。

(1)政府は郡紅運錆委員会を組織するo

ここでいう政府とは，中央政府たる国民政府のことではなくて，地点政府で

ある省政府， とくにこの場合は安徽省政府のことである。

(2)委員会は銀行に交渉して借金し，政府が保証する。

(3)借りた資金は委員会が低利で茶号に貸L付け，茶生産農民の茶を購入させる。

(4)茶号が購入した茶は，指定地点主で運び，委員会が販売を代わって行ない，

売価から借金の元金と利息を返済する。

37) 貝覚農・胡借1111中国某業復興計画J1935年> 65-66ヘーシ。
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(5)貸し付けは茶号を対象としているから，茶号は登記を行なわねばならない。

委員会に登記しない者は購入製造を許きない。登記の資格は， 資本金3，000元

以上で 2日O箱以上製茶する者を合格とする。

(6)茶号が委員会から借金するには委員会指定の紹介者を必要とする。

(7)委員会は， J二海に祁紅運鈎総処(耶門紅茶運輸販売総事務所7を，茶産地に

塀事処(事務所〕を，外国に推鈎処(販売所)を設ける。

(8)茶の等級の標準を確定し，価格も画化ずる。

(9)茶号が委員会から借金しているかし、なしゅ、にかかわbず，製造された茶はす

べて委員会が販売を代わって行なう。

帥茶の検査は，上海検験局が人を派遣して生産地で行なう。合格証を発給して

箱に入れ，明示する山。

すでに文面から明らかであるように，安徽省政府が中心となって組織する郁

紅運鈎委員会は，流通過程から茶桟を完全に排除して，従来茶桟が行なってき

た金融，運輸，販売の機能を果たそうというのである。これによって，茶号利

益の増大，茶品質の標準化がめざされていた。ここでは 3つの点に注意したい。

まず第ーに，委員会はこの政策を実施するにあたっていかな畠勢力との協力

を考えているか，という問題である。生産者としての農民にいっさい言及され

ていないことから明 bかなように，農民に対しては茶号の救済が波及して効果

を及ぼすことが期待されていたのであって，農民は直接の救済対象ではない冊。

直接の対象は茶号である。そして，茶号に対する金融のために， 1920年代から

1930年代にかけて銭荘にかわって勢力を伸ばしつつあった銀行白協)Jが必要と

された。また，品質主標準化 Fるために，商品検験局の検査は必須であった。

つまり，従来の流通過程からただ茶桟だけを排除し，他の勢力はそのまま温存

38) 茶業技術副論会J87-88ヘージo

39) 農民に対する救済比合作社昔互によってなされるはずであった。刑紅運輯委員会設立提案は
合作社には言及していないけれども，提案者の である肺門茶業改良場の前身，ま徴省立高菜改
良場によって，部門南郷平里村に合作社が作られ，活動していたことに注意しておきたい。運錦
委員会と合作社は，荊;rl茶業改良場を中心とする人々 の，茶業救済および改良のための両輪なの
である。なお，和門における紅茶生産合作社育成政策については別稿において考察する，
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して，自らの政策のうちに組み入れようとしたのであるo 茶桟の排除が，従来

茶桟と結びつレて茶の流通過程に勢力を占めていた船運業者や銭荘の排除でも

あったこ Eはいうまでもない。

第二に，委員会はいかにして従来からの存在であった茶号を組織化しようと

しているのか。茶肢が申票による貸し付けという金融によって茶号の製造した

精茶を自らの流通機構にひき入れたのとちがって，連鉛委員会は安徽省政府と

いう権力を使ヮて，競法(0)にみられるように，すべての茶の販売を一手に握っ

てしまった。とのために行なわれたのが茶号の登記である。登記は登記専員と

された委員失委員'"によって行なわれた。資格となった資本金 3，000元以上，

精茶製造実績200箱以上という条件は， 1934年度の部門全県茶号 153の平均製

造数 226箱4υからすれば，中級以上の茶号にしてはじめて可能であった。した

がって委員会が組織化しようとした茶号は，茶号全体の中でも中級以上の茶号

であったことがわかる。単なる政府の権威だけでは実効をもたないこの時代に

あって，委員会の統制を可能にしたのが，従来の茶桟による貸し付けよりはる

かに低利の貸し付けであった。茶号が委員会の政策に応じたのは，主としてこ

のためだったといってもよい。委員会の側では，貸し付けを求めて群らがる茶

号に対し，保証人を要求した。そして，保証人となったのは，現地の有力茶号

の経理が大部分担であった。つまり，委員会は低利貸し付けという手段により

茶号をひきょせ，製茶実績という資格基準で中級以上の茶号を選び，現地有力

茶号の保証としヴ人間関係'"で，茶号を自らの機構にくみ入れたのである。

第三に，外国商人に対しては特別言及されてはいない。解法(7)をみれば，外

40) 郡門の畳記専員は安徽省建設庁科長であった夏慶英である。彼は運錆委員会委員であった。
「工作報告」附鋸三，各報消息7ベージロ

41) r郡門紅茶J52ページ。
42) 郡円。畳記茶号128，借り入れ茶号ユ21の保証人は， 111伯常〈常信梓の経理)29斗，謝歩榊 (4

つり茶号の経理)36件，陳楚材〈恒墜祥の経理)21件， と有力茶号〔すべて 300箱以上白製造実

績〉で占められたι 「工作報告J25-::I~ベージo

43) 査記。ための審査委員会比郡門県長，郁門県商会主席，茶業公会主席，当地の戸望ある茶業
専門家，により構成されていたe ここでも，現地有力者が組織化されていることがわかる。 rヱ
作報告J41へージ。苗首童紅茶運錯委員会紅茶茶号畳記規則第十条ロ
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固に推鈎処を設けて直接に愉出することをめざしていたかのようにも読みとれ

るが，委員会の第一の目的が茶桟を排除し，茶桟にとってかわることにあるこ

とを考えると，洋行をはじめとする外国商人に対しては，従来どおりの取引を

認め，その存在を前提としていたと考えられる。それは，委員会による中国茶

業の不振の原因認識が，主として国内要因，それも流通機構の問題が，生産の

問題をも引き起こしているといった点に求められ亡おり，外国商人につい亡は

特別言及されていなかったことにも表われている。このような，中国経済の問

題点をまず，園内要因に求めることは，この当時の技術専門家，とりわけ全国

経済委員会に集まった技術専門家に，強〈みられる特徴であった。そして，全

同経済委員会の技術専門家たちは，ふつう，生産技術 kのたもお〈れ軒問題に

することが多く，また政策上の提言としても，第ーに外国のすすんだ技術の研

究，第二に中国での生産実態の調査，をとりあげることが多いのである叫が，

茶業の場合，技術専門家の一部，とくに祁門茶業改良場に集まった人々は，た

んに生産技術の改良，茶業の場合，茶樹の栽培研究や茶の製造の研究，にとど

まらず，すすんで，茶業不振の根本原因を流通過程における茶桟の存在にもと

め，その排除と草新を政策としても試みたところに特色があったのであった。

ただ，その場合でも，外国からの中国経済への作用にはふれないという特徴は

共通している。いわば，祁紅運鈎委員会提案の問題への取りくみ方は，流通過

程における技術的問題点をさぐり出し，その技術的改良を行なうという方法で

あったように忠われるのである。茶桟の存在が排除されねばならぬのは，それ

が効率的流通の技術的たもおくれを体現する存企だったか bである。茶桟によ

る農民や茶号の搾取が問題なのは，それによって農民や茶号の生活が苦しくな

るといった心情的理由によるのではなしまさにそれによって，茶号宇茶農の

資金蓄積およびそれによる生産の技術的改良を妨げ，商品の標準化を妨げてい

るととろに問題があるのである。こうした立場にたっ提案が，外閏商人に対し

4心 拙稿，全国経済委員会の成立とそ¢改組をめぐる 考察， i東洋史研究」第40巻第4号，昭和
57年3月. 130， ]41-14:'3， 146-]48へ-:;-。
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て言及していないばかりか，むしろその存在を前提にしていたことは，ある意

味では当然であった。

したがって，施克剛が厳しく批判したような，外国商人に対する態度の弱さ

は，前日紅運錯委員会設立提案がもっている，中国経済の問題点とその改良に対

する技術専門家たちの認識，技術主義的な認識，に根本的に伴っている性質己

あり，流通過程を問題にしたこの提案といえどもそり性質を免れえなかったの

である。茶桟白剤j害古代弁Fる陳刻周は，政府の主導によ品外国への直接輸出

を提案したが，それは茶横にとって第 の問題が外国茶との競争，あるいは外

国防人の独占している国際的な流通機構，であったからであった。すでにみた

ように，茶;践は，自らを中国茶業の運命を代表する存在とみなし，国内流通機

構トで茶号土利害一致するものと考えていた。それゆえにこそ，ぎゃくに，外

国高人による流通よの問題点もよく見えたはずである。ただ，外国商人との聞

の取り引きを続けてい〈ために，直接に外国商人を攻撃することは避けた。自

らの目前の利害のために，自ら改草することはせず，かわって政府が主導して

直接愉出を行なうことを求めたのである。自らの営業をやっていくための利害

と，中国茶業を代表していると思いこんでいることから生じる中国茶業全体に

ついての利害とが分裂している。郡紅運鈎委員会設立提案にとっては，外国商

人の問題は茶業不振の副次的な原因でしかありえなかった。外国推錆処の設置

計画も，提案の構想の中では，二次的なものでしかなかったのである。

注意せねばならぬことは，加紅連鎖委員会設立提案が，流通過程か b糸浅排

除をめざしていたものの，流通過程における茶桟の存在意義を十分認識してい

なかったように思われる点である。もしも，外国商人である洋行の存在を前提

にするのであれば，それとの取り引き慣行に委員会自身が習熟せねばならなし、。

とれは一朝一夕にできるものではない。さらに茶浅は中票の振り出しによって，

茶以外の商品の流通手段をも提供していたのであった。この三点における茶桟

の存在恵義の過小評価が，のちに郁紅運錆委員会を妥協に追いや呂と kになる。

当然のことながら，この提案は茶業技術討論会で茶桟代表たちの激しい反発
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を引き起こした。茶の金融・運輸・販売に関する提案を審査する第3組は ζ の

提案に「茶桟は郡紅の茶号に資金を貸し付け，茶の代理販売をすることに60年

の歴史を有している。各茶号の歴年の茶桟に対する債務は計算できないほどで

ある。もしも断乎として，茶号と茶桟の関係を切り離すのであれば，茶桟のす

べての債権はあてがなくなり，必ず全部が破産する。そのうえ茶桟はみな，茶

業の経験ある人材に富んでいて，一律に仕事を失わせLめることは，政府が茶

業に対Lて行なう ζ との本来の意図ではない」削と意見をつけた。そ Lて，全

体会議は「安徽建設庁が提案Lた郁門運鉛の方法主原則的に通過させる。ただ

し，輸出茶商(すなわち茶桟〉の失業と債務とに留意すべきであるJ46) と決議

Lたのであった。

諸社会勢力を国民政府による経済建設に結集せしめる場であった全国経済委

員会の主催する討論会は，こうして 3 茶桟勢力と安徽省建設庁官僚および部門

茶業改良場の技術専門家との決裂を避けた。その結着は，政策の実施過程の中

での 2つの勢力の対立と結着にゆだねられたのである。

IV おわりに

茶業技術討論会で提案の原則的通過をみた安徽省建設庁は，茶業関係者の賛

同が得られたものと考え，政策を実施し始めた。

すでに， 1936年 1月，安徽地方銀行を設立し"に資金的準備を整えていた安

徽省は， 2月，茶桟による貸し付け中止により茶号救済をはかろうとしていた

江西省耐と語らい 3月22日「院讃(安徽江西)紅茶運錆委員会章程」 と

[1936年度業務計画綱要」を公表した刷。それによれば， 1936年度には而門紅

45) [茶業技柿討論会J83ヘージ。
46) 同上84へージ。
47) 安徽地方銀行は，金融を調節L，省や県の地方的建設事業を援助L. 令庫制君子すすめj 硬貨脅

i法幣に党換するために，資本金200万元でJ 1936年1月16日， 開業した。中国銀行経済研究室編
「中華民国二十六年全国担行年.I!，u1937年， CIBベ シ υ

48) [工作報告J3ベージ。
49)50) 向上4-7へジ。
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茶 6万箱に対し毎箱30元主貸し付ける。必要資金 180万元のうち， 50万元は安

徽地方銀行と交通銀行が貸し付け，残りは委員会の紹介により位の銀行が貸し

什ける。また委員47名も決定された聞が，すべて両省の建設官僚，同1門茶業改

良場の技術者，全国経済委員会の技術専門家で占められたO ついで， 4月1日，

安徽省安慶で成立大会が聞かれ，茶号の笠記が始められるm。部門では 128の

茶号が登記され，月利目厘 (0.8%)で約88万元が貸し付けられた6230

予想外の急激た進展に上海茶桟は当然反発した。ここから新聞紙上をにぎわ

す論争日〉が始まる。 4月15日，茶桟は①推鈴組(販売組〉は茶肢の経理主，①

手数料はもとどおり 2%，①茶の捉単(貨物運送契約書〕は拡鈴組に波すこと，

④販売事項はすべて推鉛組に， という 4項目要求を出す日〉。そして，上海市商

会，上海工商代表巾華工業総連合会常務委員銭承緒を通じて，安徽省政府に圧

力をか吋たりである叩 4月23日には中哀のjl;換停止が実施され附，これが結

局，安徽省政府主妥協に追いとんだ。 5月4日，安徽省政府と上海洋荘茶業公

会はそれぞれ会議を聞き，①委員会の上海運鈴総処推鈴組主任に茶桟源畳渦経

理鄭鑑源採用，①申票の免換再開が決定さわし"'， 1936年度は，委員会による貸

し付けと茶桟代表による洋行への販売という両者の妥協で結着したのである。

ζ の結果は，外見的には委員会の敗北であった。申票のjl;換停止自体は委員

会の運蛍に支障となる性質のものではない。しかし，その影響が上海を中心と

する商工業界全体に及び，上海市商会等が動き出すに及んでは，委員会が自ら

を貫ぬくことはできなかった。ここに，茶桟勢力の存在意義を過小評価した委

員会の認識の限界が表われている。ただ，茶桟との妥協を，茶桟代表の委員会

組織(推鈎組主任〕へのとりこみという形で処理したところに，少くとも委員

51) 同上5へージ。
52) 同上9-17.25-32へージ。
53) 主た言?事は，同上附録三各報消息にまとめられてし品。
54) 向上附録三各報消息5へージ(申報4月21日〉。
55)55) 向上附韓三各報消息4-6，12-13， 16-18ベーシ〈申報4月2HI，大公報4月30R，"ヨ報 士

公報5月5日〉。
57) 同上附録三各報消息16-18，19-21へージ〈申報大公報5月5日，申報5月14日〉。
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会による統制政策の形式的成功をみることができょう。

(453) 129 

ことがらは施克剛のとらえ方となちがっている。第一に，統制政策の主体は

銀行勢力ではな〈て，用1門茶業改良場を中心とする技術専門家ならびに建設官

僚である。院議紅糸運鈎委員会委員の構成および耶紅運鈎委員会設立案にみら

れる茶業不慌の原因認識が技術専門家のそれと一致していること，がそれを示

している。第二に，統制政策をめぐる紛糾は，銀行対茶践の争いではなくて，

技術専門家から成る委員会と茶桟との争いである。この時期の中国では，銀行

は茶桟にも，また建設を行なう省政府にも貸し付ける存存である。委員会が銭

荘ではな〈銀行を資令的後だてとしたことは大きな意味をもっているが，それ

は委員会が銀行による中国経済変革の意図を体現しているという意味において

ではなく，技術的改良志向をもっ委員会が，より近代的な経済組繊とみえた銀

行を利用して，技術的におくれた非近代的経済部分を改変しようとしたという

意味，および中国経済の中で銀行がそこまで成長してきていたという意味にお

いてである。茶桟も銀行も，そして技術専門家たちも，ともに，西洋の経済や

文化の波が中国社会にうちょせるフリ γジ(fringe縁〕に棲み，内地の中国経

済・文信と西洋の経済・文化とを媒介する存在である。茶の流通において，

100年近くの歴史をもっ旧いフリンジ勢力(茶桟)に対して， 1930年代によう

やく成長してきた新しいフリ Y ジ勢力(技術専門家たち〉が試みた変革，この

一つの局面が部門紅公選錆統制政策であったといえるのてはなかろうか。


